
【総領事館からのお知らせ：旅券・領事手数料の改定について】 

 

平成２６年３月７日（総１４第０６号） 

在デンパサール日本国総領事館 

 

  

 

今年４月１日（火）から旅券・領事手数料の改定を予定しておりますので、主なものについて

以下のとおりお知らせ致します。 

 ４月１日以降に旅券・証明等の申請を受け付けた場合は、改定後（平成２６年度）手数料を交

付時に頂戴致します。なお、手数料は、申請を受け付けた日で決定されます。  

 ※本年３月２９日（土）～３１日（月）は休館日に当たっています。 

 （例：３月２８日１０年旅券申請受付、４月３日交付の場合 → Rp.１，８８０，０００） 

  

               （単位はルピア。（ ）書きは前年度手数料）  

  申 請 区 分  

１． ＩＣ旅券 

（１）１０年旅券          １，６８０，０００（１，８８０，０００） 

（２－ａ）５年旅券         １，１６０，０００（１，２９０，０００） 

（２－ｂ）申請時１２歳未満      ６３０，０００（  ７１０，０００） 

（３）査証欄増補            ２６０，０００（  ２９０，０００）  

 

２．  証明 

（１）在留証明              １３０，０００（  １４０，０００） 

（２）出生・婚姻等の証明       １３０，０００（  １４０，０００） 

（３）署名証明               １８０，０００（  ２００，０００）  

３． 査証（ビザ） 

（１）一般入国査証          ３２０，０００（  ３５０，０００） 

（２）数次入国査証          ６４０，０００（  ７００，０００） 

（３）通過査証               ７０，０００（   ８０，０００）  

  

旅券・領事手数料の基準邦貨額に変更はなく、財務省が毎年行う邦貨とインドネシア通貨との

換算レートの見直しに伴う改定です。平成２５年度は１０，０００ルピア当たり８５円でしたが、平

成２６年度は９５円となっております。 

なお、ご不明な点につきましては、当館領事班までお問い合わせ下さい。 

以上 


